
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

春日井商工会議所 （法人番号 3180005008241） 

春日井市     （地方公共団体コード 232068） 

実施期間 令和 7年 4月 1日～令和 12年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

市内小規模事業者の持続的発展を実現するため、売上の維持・拡大

に向け、経営状況の把握、分析等により抽出した経営課題を踏まえた

事業計画を策定し、計画に基づいた生産性の向上、販路の拡大、人材

の確保、事業承継など経営の発展に向けた支援を実施する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

市内小規模事業者に対しＬＯＢＯ調査の実施 

モニター事業所への景況調査の実施 

ＲＥＳＡＳデータの情報提供の実施 

２．需要動向調査に関すること 

商圏分析ソフト「ミーナ」データの活用 

「春日井特産認定品」アンケート調査の実施 

３．経営状況の分析に関すること 

マル経融資利用者の経営分析 

４．事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の実施 

ＤＸセミナーの実施 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定セミナー受講者フォロー支援の実施 

マル経制度利用者フォロー支援の実施 

齊藤中小企業応援ファンド活用事業者のフォロー支援の実施 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

メッセナゴヤ共同出展 

プレスリリース支援の実施 

連絡先 

○春日井商工会議所 経営支援課 

〒486-8511 愛知県春日井市鳥居松町５丁目４５番地 

ＴＥＬ 0568-81-4141 ・ ＦＡＸ 0568-81-3123 

メールアドレス  master@kcci.or.jp 

○春日井市役所 産業部 経済振興課、企業活動支援課 

〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町５丁目４４番地 

ＴＥＬ 0568-81-5111 ・ ＦＡＸ 0568-84-8731 

メールアドレス（経済振興課）  keizai@city.kasugai.lg.jp 

       （企業活動支援課）kigyo@city.kasugai.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

①現状 

ⅰ）春日井市の概況 

春日井市は、名古屋都市圏の北東部にあって、 

名古屋市、小牧市、犬山市、瀬戸市、西春日井郡 

豊山町、岐阜県多治見市に接している。 

春日井市は、1943年（昭和 18年）6月 1日に 

市施行され、陸軍工廠を中心とした軍需産業都市 

として誕生した。しかし、終戦による陸軍工廠の 

廃止に伴い、地域の核となる新たな産業・工場の 

誘致を進め、1950年（昭和 25年）工廠跡地への 

王子製紙春日井工場の誘致を機に内陸工業都市と 

して歩み始めた。 

1955年（昭和 30年）代後半に入り、多摩・千

里と並ぶ日本三大ニュータウンの一つである高

蔵寺ニュータウンの建設を機に、名古屋市に隣

接する利点もあり住宅都市として発展した。 

現在は、人口 306,745人、142,271世帯（令和

6年 6月 1日現在）を有しているものの、生産年

齢人口、年少人口が既に減少しており、生産年齢

人口は、今後 20年間で 3万人以上減少すること

が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「第４次春日井市産業振興アクションプラン」より 



１ 

 

ⅱ）産業構造 

春日井市の産業の現状について、2024年（令和６年）3月に策定された「第４次春日井市産業振

興アクションプラン」における検討にあたっての分析に基づいて概観する。 

なお、同アクションプランの策定にあたっては、春日井市商工業振興審議会及びその分科会に春

日井商工会議所副会頭はじめ会議所会員・職員が参画し地域産業の実情に即した提言等を行った。 

 

春日井市の産業の現状 

春日井市内の事業所数、従業員数は、2009年（平成 21年）をピークに、年々緩やかに減少し、

直近の 2021年には 2009年と比べて事業所数は 15％減少、事業所数は 6％減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

 

 

業種別事業所数では、卸売業・小売業が最も多く、業種別従業者数では、製造業が最も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造業 

春日井市の製造業の事業所数及び従業員数はともに減少傾向にあり、事業所数はピークの 2011

年（801社）と比べマイナス 25％、従業員数はピークの 2018年（24,929人）に比べマイナス 5.6％

となっている。 

出荷額等は、2019 年の 8,001 億円をピークに減少傾向にあり、2021 年では 8.5％減の 7,318 億

円となっている。 

付加価値額の業種別割合では、愛知県全体では輸送用機械器具製造業が突出しているが、春日井

市は特定の業種に偏らず多様な業種のバランス良い割合となっている。 
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４ 

 

 

商業（卸売業・小売業） 

卸売業・小売業の事業所数は、1991 年以降から減少傾向となっており、2021 年にはピーク時

（3,070社）から 44％減少している。 

従業者数は、1999年以降減少したが、2012年から 2014年にかけて増加に転じ、2021年には、ピ

ーク時（21,735人）から 16％減少している。 

卸売業・小売業の年間商品販売額の推移をみると、2012 年に大幅に下落したが、2016 年にかけ

て増加に転じ、2021年には、ピーク時（696,654百万円）から 10％減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 

 

 

地域経済循環 

2018 年の地域経済循環図を見ると、地域経済循環率は 83.8％で、市外への流出額が流入額より

も 2,115億円多いことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 

 

 

労働力 

労働力人口は、2010年の 156,207人をピークに減少し、2020年にはピーク時より 16％減少し、

地域内の労働力不足が続いていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②課題 

ⅰ）春日井市産業振興アクションプランにおける課題分析 

以下で「第４次春日井市産業振興アクションプラン」検討の際に実施した市内 1,500事業所への

アンケート（有効回答 425事業所）の結果に基づいて分析した課題について概観する。 

 

・売上高の状況と環境変化への対応 

売上状況について、製造業で増加（大幅増加と増加）と回答した小規模事業者は 20.9％、減少

（大幅減少と減少）と回答した小規模事業者は 57.6％と半数以上を占める。商業・サービス業で

は、増加（大幅増加と増加）と回答した小規模事業者は 9.5％、減少（大幅減少と減少）と回答し

た小規模事業者は 64.2％となっている。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるマイナスの影響を受けた小規模事業者は約 60％を

占め、原油・原材料価格高騰によるマイナスの影響を受けた小規模事業者は、製造業で 67.6％、商

業・サービス業で 46.4％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 

 

 

・経営課題 

経営課題について、製造業、商業・サービス業ともに人材の確保・育成が最上位となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 

 

 

・事業承継 

2023年 10月に春日井商工会議所が実施した事業承継に関するアンケート（会員企業 2,160社対

象・有効回答 241社）の結果によると、後継者候補不在企業が半数を超える結果となり、後継者不

在や事業の継続が課題であることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10年程度の期間を見据えて 

今後、少子高齢化が進み、市場の縮小や労働人口不足、後継者不足などで小規模事業者の事業継

続がますます困難な状況になると思われる。 

このような中、春日井商工会議所では、市場縮小への対応として、小規模事業者の強みと特徴を

生かし、他社との差別化を図ることによる、売上拡大、販路開拓、新市場・新分野への進出を支援

していく。 

そのために、地域内小規模事業者が市場分析・開拓、売上・販路拡大、新商品開発等に活用でき

る経済動向・需要動向などに関するデータの収集・分析を行い、市内小規模事業者へ提供していく。 

また、労働人口不足により人材確保が困難になることからＤＸの推進による省力化・省人化・効

率化の推進による業務効率化、生産性向上を実施するための企業体制づくりを支援する。 

中小企業の事業継続、事業承継のために、企業の技術・経営資源・市場優位性など企業価値の洗

い出しを行い、Ｍ＆Ａを視野に入れた後継者探しや買収企業探しを支援する。 

春日井商工会議所の支援力向上のために、多様化するニーズに対応するよう経営指導員・職員等

のスキルアップ・意識改革・対応力向上・支援力向上が必要不可欠であると考える。 

このような取組みを行うことで 10 年後には市内の小規模事業者が、自社の強みと特徴を活かし

た戦略的な対応ができ、売上拡大や利益率向上を実現する事業者が続々と現れる地域を目指し、小

規模事業者の持続的発展に向けた支援を推進していく。 

 

 

 

②「第４次春日井市産業振興アクションプラン」との連動制・整合性 

春日井市は、より一層の経済成長を促し産業振興を図るため、基本的な方向性を「産業の振興と

安心して働ける環境づくりの推進」として示し、2024 年に「第４次春日井市産業振興アクション

プラン」を策定し、以下の 4つの重点プロジェクトを展開することで活力ある産業振興を図ってい

る。 

基本方針Ⅰ 新たな事業の創出と事業者の成長促進 

 創業をはじめ、設備投資や研究開発、販路開拓などの事業活動、デジタル化やゼロカーボン

などの経営課題への対応、事業者の人材育成、経営基盤の強化のための支援を行い、新たな事業

の創出と事業者の成長を促進します。 



１０ 

 

１． 創業やスタートアップ等による新事業創出の促進 

２． 設備投資や研究開発の支援 

３． 販路開拓やビジネスマッチングの支援 

４． 経営課題への対応の支援 

５． 雇用の確保や人材の育成の支援 

６． 経営基盤の強化のための支援 

 

基本方針Ⅱ 企業誘致の推進と事業拡大に対応した企業立地の支援 

 新たな企業の誘致を推進するとともに、事業拡大に対応した企業立地を支援し、地域経済の

発展や雇用の創出を図ります。 

１． 企業立地の支援 

２． 企業用地の整備 

 

基本方針Ⅲ 多様な働き方と働く機会の創出 

 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進するほか、若者や女性、高齢者、障が

いのある人などの就業や働きやすい職場づくりを促進し、多様な働い方と働く機会を創出する

ことで、安心して働くことができる環境づくりと生産性の向上につなげます。 

１． ワーク・ライフ・バランスの推進 

２． 多様な人が働きやすい職場づくりの促進 

 

基本方針Ⅳ 地域の商業の活性化の促進 

 地域の商業の活性化を促進し、交流機会の充実と地域のにぎわいの創出を図ります。 

１． 個店や商店街の活性化 

２． コミュニティの形成の促進 

 

以上の 4つの基本方針の中で、小規模事業者が対象となる「基本方針Ⅰ」「基本方針Ⅲ」「基本方針

Ⅳ」について春日井市と連携し推進していく。 

 

 

③春日井商工会議所としての役割 

 春日井商工会議所は、1967年（昭和 42年）12月 1日に設立、役員議員 153名（会頭 1名、副会

頭 4名、常議員 45名、議員 100名、監事 3名）、常勤役員 3名（専務理事 1名、理事 2名）、職員

24名（パート 3名含む）で組織し、市内小規模事業者の安定的経営と持続的発展を推進するため、

経営改善普及事業を中心に、小規模事業者に寄り添い伴走型支援を推進していく。 

今後、少子高齢化がますます進み、市場の縮小、労働人口の減少などの社会変化により、小規模

事業者においては、売上減少、人材不足、ＤＸ・デジタル化への対応などの新たな経営課題が予想

される。その経営課題の解決のために、春日井商工会議所としては、小規模事業者のニーズにあっ

たタイムリーな情報提供や有効な施策の活用支援、小規模事業者の経営基盤の強化につながるよ

うな積極的な支援を行い、そのために、経営指導員等職員の更なるスキルアップと関係機関との連

携強化に取り組んでいく。 

また、事業所減少に歯止めをかけるために、創業支援、事業承継支援等を推進し、事業者が持つ

可能性を引き出すと共に、事業者の抱える課題の把握と課題の解決にむけ各団体と連携し推進し

ていく。 

個々の小規模事業者の経営基盤強化により健全経営を行うことにより、春日井市全体の地域経

済活動が活発になり、また、事業所数を維持することで地域活性化につながる。 

 

 

 



１１ 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 

春日井商工会議所では、市内小規模事業者の持続的発展を実現するために、売上の維持・拡大に

向けた事業所の体制づくりが必要となり、このため、小規模事業者の経営状況の把握、分析等によ

り抽出した経営課題を踏まえた事業計画を策定し、計画に基づいた生産性の向上、販路の拡大、人

材の確保、事業承継といった経営の発展に向けた支援を実施していく。 

 

① 事業者支援 

小規模事業者の経営基盤を強化させ、持続的発展するために、実現可能な事業計画策定及び実行

を支援し、地域の経済動向や需要動向を把握した効果的な販売促進・売上拡大、新分野進出・新商

品開発、自社の強みの発掘による競争力強化を図るために伴走型支援事業を積極的に推進してい

く。 

また、事業所数減少に歯止めをかけるため、創業を目指す創業予定者への創業計画策定支援や後

継者不在企業の事業承継計画策定支援や引継ぎ企業等とのマッチング支援を、関係機関と連携し、

積極的に推進していく。 

 

② 地域活性化 

春日井市、地元中部大学、金融機関などと「産・官・学・金」連携した支援体制で、小規模事業

者支援を行うことで、より質の高い経営支援をすることができ、小規模事業者の経営基盤強化・健

全経営により、春日井市全体の地域経済活動が活発になり、また、事業所数を維持することで地域

活性化につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２ 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 （令和 7年 4月 1日～令和 12年 3月 31日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 ①事業者支援 

小規模事業者が環境変化に対応し、経営基盤を強化させ持続的発展するために、小規模事業者と

の積極的な対話と傾聴により信頼関係を構築し、本質的な経営課題を見つけることができ、その課

題を事業者と共有し、重点的に解決するための支援を行う。 

また、小規模事業者が自ら考え行動できるよう対話を通じて事業者が本質的課題を認識、納得し

た上で自ら行動するために課題解決ツール・手法などを提案し、小規模事業者の課題解決力の向上

を支援する。 

 

②地域活性化 

地域経済を支える小規模事業者が経営課題を解消し、健全経営を行うために、春日井市、地元中

部大学、金融機関など「産・官・学・金」連携した体制で支援することにより小規模事業者の経営

基盤の強化につながり、個社の事業発展が地域全体での発展につながる。 

課題解決に向けて、「産・官・学・金」支援チームによる伴走型支援を行い積極的な対話と傾聴

により事業者自らが経営課題を解決するとともに、地域全体で課題に向き合い自己変革していく

機運を醸成していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３ 

 

 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

 

３．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］独自の定期的な景気動向調査は、日本商工会議所によるＬＯＢＯ調査を行っている。相談者

に提供する地域の経済動向については、春日井市や愛知県・金融機関などのデータ提供やイ

ンターネットで当地区の関連情報などを収集し、相談者に提供している。 

［課題］ＬＯＢＯ調査を調査対象先企業 5 業者に調査を行い、毎月当所のホームページに結果を掲

載、また、会議所会報に年 3 回掲載しているが、窓口等での積極的活用にはいたっていな

い。 

また、現在は市内事業者に対しての景気動向調査を実施しておらず、事業者への経営支援に

活用できる情報は、業種別審査事典による提供のみとなっている。地域内の各種調査・分析

を行い状況の把握をすることで、事業所へフィードバックしていくことが必要であり、春日

井市の経済動向に関するデータが不足する中で、愛知県や東海地区の広域データに加えて、

市内事業者の動向データを提供し、相談者の経営課題の解決につながるような有効なデータ

提供が必要である。 

（２）事業内容 

 ①ＬＯＢＯ調査 

日本商工会議所が実施しているＬＯＢＯ調査（商工会議所早期景気観測システム）を毎月市内

企業５社を対象に実施し、景気動向に関する８項目について調査・分析を行い、小規模事業者の

持続的発展に向け、業種別の景況、経済動向の調査と分析、周知を行う。 

 ［調査対象］春日井市内企業５社 

（製造業、建設業、小売業、サービス業、卸売業 各 1社） 

 ［調査項目］業況・売上・採算などについての状況および自社が直面する問題等 

 ［調査手法］調査票によりメールにて 

 ［活用方法］小規模事業者が業種別の景気動向を把握することにより、事業計画、生産計画、販売

計画等を策定する際、調査結果を参考に活用する 

 

 ②景況調査 

中小企業相談所モニター事業所 24社を対象に、景況動向調査を年２回（10月・２月）実施し、

市内各業種の経営状況や需要動向等を調査・公表する。 

 ［調査対象］中小企業相談所モニター事業所 24 社を対象に景気動向調査を実施し、春日井市内の

小規模事業者の経営状況や需要動向等を調査する。 

 ［調査項目］企業の経営状況、業界の景気動向、需要動向、取引状況、課題、今後の予測等 

 ［調査手法］調査票により巡回及び窓口にて 

 ［活用方法］小規模事業者が市内企業の景気動向を把握することにより、事業計画、生産計画、販

売計画等を策定する際、調査結果を参考に活用する 

 

③ ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム） 

ＲＥＳＡＳの市内データを収集し、地域経済循環マップ・流動人口・消費動向データ等春日井

の特徴や傾向について、市内企業に周知・公表する。 

 ［収集項目］地域経済循環マップ・流動人口・消費動向のデータを入手し、春日井市の特徴や傾向

を公表する。 

 ［活用方法］市内の経済循環状況、人口の推移、消費動向のデータを活用し、小規模事業者の事業

計画、生産計画、販売計画等を策定する際の参考に活用する。 
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（３）調査結果の活用 

 ○情報収集・調査・分析した結果は、ホームページに掲載し、広く市内事業所に周知する。 

 ○経営指導員等が巡回・窓口にて小規模事業者の計画策定や課題解決につなげる指導を行う際の

参考資料とする。 

 

（４）目標 

 

方 法 現在 Ｒ7年度 Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

① ＬＯＢＯ調査 

ホームページ掲載 

（公表回数） 

12回 12回 12回 12回 12回 12回 

② 景況調査 

ホームページ掲載 

（公表回数） 

― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

③ ＲＥＳＡＳ 

ホームページ掲載 

（公表回数） 

― 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

４．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］小規模事業者が事業計画を策定する際、需要動向を把握するために商圏分析ソフト「ミー

ナ」を活用している。また、当所が実施している特産品に毎年認定された商品はあるが、

認定された後は小規模事業者からの売上アップを図るための相談等は特になく、特産品に

認定された商品のほとんどをイベントで販売するのみで、商品のブラッシュアップや戦略

的な販売ができていない。 

 ［課題］商圏分析ソフト「ミーナ」や関係省庁等のデータ情報の活用はできているものの、地域内

の需要動向データ数が少数であり、公表できる調査結果等の整備と情報共有を行う体制づ

くりができていない。 

また、当所が認定している特産品認定品は、審査会にて商品認定はするものの、その後、

小規模事業者自ら商品の更なる売上アップにつながる取組み等ができていない。商品の改

善案などを学生目線で調査し、需要があれば商品の変更を行って認定商品の需要拡大につ

なげたい。 

 

（２）事業内容 

 ①商圏分析ソフト「ミーナ」データの活用 

日本統計センターが提供している商圏分析ソフト「ミーナ」のデータを活用し、小規模事業者

の事業所や出店予定地の需要動向、消費動向などを分析し、小規模事業者の販売計画・戦略や新

商品開発、販路開拓の際に活用する。 

［調査手法］「ミーナ」データを活用する。 

［活用方法］創業予定者、新規出店予定者、販路開拓を目指している小規模事業者等に対し、「ミ

ーナ」データを提供し、事業所や出店予定地の周辺の需要動向・消費動向などを把握

することで効果的な販売促進につなげる。 

 

 ②「春日井特産認定品」アンケート調査 

当所認定審査会で認定した「春日井特産認定品」に対し消費者の意見を聞き取り、更なる商品の
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発展を図るために、特産品協議会メンバーの中の数店舗の認定商品に対し、地元中部大学学生等

の協力を得てアンケートを実施し、個々の商品の需要動向や改善点などを把握し、データ収集・

分析結果を認定業者にフィードバックし、商品開発や販路拡大につなげる。 

 ［サンプル数］  25人 

 ［調査手段・手法］既存の特産品商品について、中部大学の学生が試食等を行い、アンケートを実

施する。 

 ［分析手段・手法］調査結果について、地元中部大学の教授や販路開拓等の専門家に意見を聞き、

経営指導員等と共に分析を行う。 

 ［調査項目］   ①味、②大きさ、③価格、④見た目、⑤パッケージ、⑥改善案等 

 ［分析結果の活用］分析結果は、経営指導員等が該当事業所にフィードバックし、説明を行う。 

 

（３）目標 

 

 現在 Ｒ7年度 Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

①「ミーナ」の活用 

 活用件数 
５件 10件 10件 10件 10件 10件 

②特産品アンケート 

中部大学生(調査人数) 
－ 25名 25名 25名 25名 25名 

調査対象事業者数  －件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

 

 

５．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］当所は、マル経制度利用者や持続化補助金等申請企業、齊藤中小企業応援ファンド活用企業

の経営分析を行っているが、その内容は伴走型支援事業利用者や相談者へのヒアリングによ

る課題抽出に留まっており、中長期計画に活かすことのできる経営分析には至っていない。 

［課題］より正確で効果的な支援をするために、財務データの経営分析にとどまらず、小規模事業者

との対話と傾聴を強化し、経営者の経営方針やビジョンなどを反映させた、経営分析を行

い、本質的な経営課題の抽出・把握、解決につなげる。 

 

（２）事業内容 

 ①マル経制度利用者の経営分析 

   マル経制度利用者の中から、将来の経営方針・ビジョンを明確にしている小規模事業者に対

し、経営分析を行うとともに、５か年計画を策定し、継続した経営分析を行う。 

 ［対象者］ マル経制度利用者 

 ［分析項目］定量分析「財務分析」、定性分析「ＳＷＯＴ分析」を行う。 

       「財務分析」売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

       「ＳＷＯＴ分析」強み、弱み、脅威、機会 等 

 ［分析手法］収集したデータを経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構「経営自己診断

システム」などを活用し、基礎的な分析を行う。 

 

（３）分析結果の活用 

 ○分析結果は、当該事業所にフィードバックし、自社の経営情報や強み・弱みを把握し、事業計画 

の策定等に活用する。 

 ○分析結果はデータベース化し、経営指導員間で情報共有を図る。情報共有により担当経営指導員 

が不在の場合にも事業者対応ができ、経営指導員の支援力向上にも繋がるよう活用する。 
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（４）目標 

 現在 Ｒ7年度 Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

マル経制度利用

者経営分析件数 
－ 12件 18件 24件 24件 24件 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］小規模事業者の課題解決のため、専門家と経営指導員等が伴走型支援により自社の強みや

方向性を聞き取り、事業計画策定支援を行っている。 

創業、事業承継、補助金申請、マル経制度利用者の事業計画を作成しているが、小規模事

業者自らが策定をしているケースは少ない。 

 ［課題］小規模事業者の経営課題を解決するために専門家と経営指導員等により支援を行っている

が、事業計画策定を行うことなく支援が終了してしまう事例もあり、小規模事業者が自ら

課題解決や計画的事業遂行を行うために実効性の高い事業計画を策定する必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

  小規模事業者が効果的で実効性の高い計画を策定するために、経営課題の解決につながる事業

計画の策定、事業計画を遂行するための行動計画まで策定する。 

 

（３）事業内容 

 ①事業計画策定セミナー、ＤＸを活用した事業計画策定セミナー受講者への計画策定支援 

［支援対象］  事業計画策定セミナー、ＤＸ活用セミナー受講者 

 ［支援方法］  対象者に対し、経営指導員等が伴走型で寄り添い計画策定を支援する 

         必要に応じ専門家派遣を活用し、計画を完成させる。 

 

（４）目標 

 現在 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

① 事業計画策定

支援事業所数 
２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 

 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］ 補助金採択事業者のうち事業計画策定時に支援をした事業者に対し、経営指導員等の巡

回・窓口相談により補助事業終了時までフォローアップをするが、大半はその後の計画実

行までのフォローはできていない。また、マル経融資制度利用者についても、事後指導に

よる業況等の聞取りや利子補給の案内手続き支援にとどまっている。 

 ［課題］事業計画策定事業者毎に経営指導員の担当事業所制をとり、経営指導員としてアドバイス

した内容を取りまとめているが、経営指導員により支援回数等もばらつきがあり、経営計

画策定後の実施支援におけるフォロー巡回等の体制を見直す必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

  事業計画を策定したすべての事業者を対象とし、平均して６か月に 1回程度の巡回等を行い、事

業計画の進捗状況等の確認を行い、フォローアップ巡回を行うが、進捗状況が思わしくなく、事業

計画とのズレが生じていると判断する場合には、専門家と経営指導員等が同行巡回し、要因と今後
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の対応方策を検討の上、フォローアップ巡回の頻度を増やす。 

（３）事業内容 

① 事業計画策定セミナー受講者のフォロー支援 

② マル経事業者財務内容分析によるフォロー支援（５年間） 

③ 齊藤中小企業応援ファンド活用事業者のフォロー巡回 

 

（４）目標    

 

 現在 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

‘①セミナー受講

者フォロー件数 
－ ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

頻度 － 10回 10回 10回 10回 10回 

②マル経利用者

フォロー件数 
12件 12件 18件 24件 24件 24件 

頻度 回 24回 36回 48回 48回 48回 

‘③ファンド活用

者フォロー件数 
５件 ５件 ５件 ５件 ８件 ８件 

頻度 10回 10回 10回 10回 16回 16回 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］小規模事業者の新商品や企業の新たな取組みなどを地域内・外に発信するため、地元新聞

や当所会議所ニュース、ホームページ、SNS等広く情報発信を行っている。また、会議所

事業を実施する際にメディアへプレスリリースを行っている。 

他に、販路開拓、取引先拡大を目指す小規模事業者も多く、メッセナゴヤへの共同出展を

行い、市内の小規模事業者同士のビジネスマッチング事業としても展開している。 

 

 ［課題］経営指導員他職員により知り得た情報を基に、春日井市記者クラブ等へ情報提供を行っ 

ているが、知り得る情報は限られている。また、小規模事業者においても独自に自社商品

のＰＲなどでメディアにプレスリリースを行える事業所は少なく、またそのノウハウを有

していない。 

展示会については、展示会出展経験のない企業においては、費用も含めて単独出展へのハ

ードルが高く、出展ノウハウも有していない。 

 

（２）支援に対する考え方 

  小規模事業者が策定した事業計画を実行するために、新たな市場の開拓や既存市場への効果的

なマーケティング戦略支援を行う。 

 

（３）事業内容 

 ①メッセナゴヤ共同出展 

  年 1 回開催される日本最大級異業種交流展示会「メッセナゴヤ」共同出展企業を募集する。ま

た、出展のノウハウや個別相談、出展企業相互での情報共有等、総合的な支援を行う。 

［来場者数］約 52,700人  ※メッセナゴヤ 2024 

［出展者数］約   800件 

［手  法］展示会に共同出展することにより、企業の事業内容や商品・サービスを広く周知し、需
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要の拡大につなげる。 

 

② プレスリリース支援 

  小規模事業者により提供された情報（新製品・サービス・イベント実施・経営や人材に関するこ

となど）を春日井商工会議所が企業に代わり一括して報道機関へリリースし、広報活動の支援を行

う。 

 

（３）目標 

 

 現在 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

① メッセナ

ゴヤ 
10件 10件 10件 10件 10件 10件 

②プレスリリ

ース支援回

数 

 12件 12件 12件 12件 12件 

 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］市内中部大学教授、春日井市、中小企業診断士、当所役員議員をメンバーとする「事業評

価委員会」を設置し、事業の実施状況を行い、成果に対する評価・計画の見直しにつなげ

ている。 

 ［課題］年１回の事業評価委員会を行うが、評価の方法が目標に対しての実績数での評価のみとな

っており、評価委員からも「支援後の成果を報告して欲しい」との意見が多く、支援後の

成功事例や成果を報告する必要がある。 

 

（２）事業内容 

① 事業の実施状況を定量的に把握する仕組み 

事業実施状況や支援実績について、数値を使い評価委員会に報告することにより、定量的に把

握することができる。 

② 事業評価の手法 

市内中部大学教授、中小企業診断士、市職員、当所役員議員、法定経営指導員等をメンバーと

する「事業評価委員会」を設置し、本事業の実施状況、成果に対する評価・見直しを行う。 

③ 事業の評価・見直しを行う頻度 

年２回の事業評価委員会を開催し、事業の評価・見直しを行う 

④ 評価結果の公表 

経営発達支援計画及びその実施状況・評価結果などを春日井商工会議所ホームページにて公表

し、事業実施内容の周知と春日井商工会議所の利用拡大につなげる。 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］経営指導員、補助員等は、愛知県商工会議所連合会が開催する研修会等や中小企業大学校

や日本商工会議所など関係機関が開催する研修会・セミナー等への参加、所内において支

援能力セミナーを実施している。 

 ［課題］経営指導員、補助員等が研修会やセミナーを受講し、各種制度の内容や支援ノウハウなど

の知識を習得することは可能であるが、実際の支援の場において、習得した知識やノウハ

ウを発揮するためには、先輩職員とのＯＪＴや他職員との支援事例の共有をする必要があ

り、実践で活用できる支援能力を継続的に高めることが課題である。 

 

（２）事業内容 

 

① 外部講習会等への積極的参加 

   小規模事業者への適切な事業計画策定を行うためには、経営指導員等職員の支援能力の向上

が求められるため、中小企業庁が主催する「経営指導員研修」及び愛知県商工会議所連合会主催

の「経営支援能力向上セミナー」に積極的に経営指導員等を派遣する。また、当所において支援

力にばらつきがあり、経験が浅い経営指導員には、会員事業所対象に行う「事業計画策定セミナ

ー」へ参加し、支援力の平準化を図る。 

  ア）【経営指導員等義務研修等への参加】 

   経営指導員及び一般職員の支援能力向上のため、中小企業大学校主催の「経営指導員研修（基

礎・専門・上級）」、愛知県商工会連合会主催の「経営指導員等義務教育（一般コース・特別コ

ース）」に計画的に参加させる。 

  イ）【近隣商工会議所等が開催するセミナーへの参加】 

   近隣商工会議所が共同で開催するセミナーに参加することで自己の支援資質向上を図る。セ

ミナーに参加することで他会議所職員との情報交換を行うことで支援方法（ノウハウ）を学び

資質向上につなげる。 

 

② 支援能力向上セミナーの開催 

所内の経営指導員、補助員、一般職員を対象とした支援能力向上セミナーを開催し、春日井商

工会議所全体の支援力の向上につなげる。 

 

③ 中小企業相談所会議の開催（情報共有による支援の平準化） 

   担当経営指導員等が小規模事業者への支援内容について、経営カルテシステム（ＴＯＡＳ）へ

のデータ入力と財務分析システムのローカルベンチマークへのデータ入力を適時・適正に行い、

支援中の小規模事業者の状況等を職員全員が共有できるようにすることで、担当外の職員でも

一定のレベル以上の対応をできるようにする。また、相談所会議（相談所職員間の打合せ会議：

年４回）の実施により、支援事例の説明・情報共有を図る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（2024年（令和 6年）11月現在） 

 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局体制】 

 

職員 25名 

 事務局長                 １名（男１名） 

 事務局次長                １名（男１名） 

 一般職員                 ９名（男４名、女５名） 

 法定経営指導員兼中小企業相談所長（予定） １名（男 1名） 

 経営指導員                ７名（男３名、女４名） 

 補助員                  ２名（男１名、女１名） 

 記帳指導職員               １名（女１名） 

 記帳指導員                ３名（女３名） 

 

（２）春日井商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第 7 条第 5 項に規定する経営指導

員による情報の提供及び助言に係り実施体制 

 

  ①法定経営指導員の氏名、連絡先 

   ■氏 名：小栗 忠昭 

   ■連絡先：春日井商工会議所 経営支援課 ＴＥＬ 0568-81-4141 

 

 

事務局長 
春日井市産業部 

（経済振興課） 

（企業活動支援課） 

事務局次長 

経営支援課 

法定経営指導員 1名 

経営指導員  4名 

記帳指導職員 1名 

記帳指導員  3名 

事業推進課 

経営指導員 3名 

補助員  2名 

運営課 

一般職員 6名 

中小企業相談所長 
（法定経営指導員） 

デジタル推進課 

一般職員 3名 
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  ②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

   経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評

価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）連絡先 

 

①春日井商工会議所 

〒486-8511 愛知県春日井市鳥居松町５丁目 45番地 

      春日井商工会議所 経営支援課 

ＴＥＬ 0568-81-4141 ・ ＦＡＸ 0568-81-3123 

ホームページ   https://www.kcci.or.jp 

メールアドレス  master@kcci.or.jp 

 

②春日井市役所 

〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町５丁目４４番地 

春日井市 産業部 経済振興課、企業活動支援課 

ＴＥＬ 0568-81-5111 ・ ＦＡＸ 0568-84-8731 

ホームページ   https://www.city.kasugai.lg.jp/ 

メールアドレス  経済振興課   keizai@city.kasugai.lg.jp 

企業活動支援課 kigyo@city.kasugai.lg.jp 

 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                       （単位 千円） 

 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 

必要な資金の額 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

 

中小企業相談所 

 

商工業対策費 

 

 

78,000 

 

42,000 

78,000 

 

42,000 

78,000 

 

42,000 

78,000 

 

42,000 

78,000 

 

42,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業収入、委託費など 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

  

https://www.kcci.or.jp/
mailto:master@kcci.or.jp
https://www.city.kasugai.lg.jp/
mailto:keizai@city.kasugai.lg.jp
mailto:kigyo@city.kasugai.lg.jp
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 


